
○出水市附属機関の設置に関する条例 

平成３０年３月２３日 

条例第１１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもの

のほか、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定

する附属機関（以下「附属機関」という。）の設置に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（名称及び所掌事務） 

第２条 市長及び出水市教育委員会（以下「市長等」という。）に附属機関を置

き、その名称及び所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。 

（委員） 

第３条 附属機関の委員（以下「委員」という。）は、学識経験者その他それぞ

れの附属機関の所掌事務に応じて市長等が適当と認める者のうちから、委嘱し、

又は任命する。 

２ 委員の定数及び構成並びに任期は、別に定める。 

３ 市長等は、委員が委嘱され、若しくは任命されたときの要件を欠くに至った

とき、又は委員に特別の事情が生じたときは、その任期中であっても、これを

解職することができる。 

４ 委員が辞職するときは、市長等の承認を得なければならない。 

５ 補欠の委員の任期は、前任者の委員の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

（部会及び下部組織） 

第４条 附属機関は、その担任する事項のうち特定又は専門の事項について審査、

審議、調査その他の手続を行わせるため必要があると認めるときは、別に定め

るところにより部会又は下部組織を置くことができる。 

（秘密を守る義務） 

第５条 市長等は、委員又は委員であった者（特別委員若しくは専門委員又はこ

れらの委員であった者を含む。）に職務上知り得た秘密を漏らさないよう義務



を課することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、附属機関に関し必要な事項は、市長等が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（出水市行政改革推進委員会設置条例等の廃止） 

第２条 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 出水市行政改革推進委員会設置条例（平成１８年出水市条例第１４号） 

(2) 出水市総合計画審議会条例（平成１８年出水市条例第１５号） 

(3) 出水市地域公共交通会議条例（平成２８年出水市条例第７号） 

(4) 出水市特別職報酬等審議会条例（平成１８年出水市条例第３６号） 

(5) 出水市子ども・子育て会議条例（平成２５年出水市条例第１７号） 

(6) 出水市予防接種健康被害調査委員会設置条例（平成１８年出水市条例第１

０１号） 

(7) 出水市農林業振興対策会議条例（平成１８年出水市条例第１２６号） 

(8) 出水市消防賞じゅつ金等審査委員会条例（平成１８年出水市条例第１７３

号） 

(9) 出水市いじめ問題等対応対策専門委員会条例（平成２６年出水市条例第２

１号） 

(10) 出水市いじめ問題調査委員会条例（平成２６年出水市条例第２２号） 

(11) 出水市青少年問題協議会設置条例（平成１８年出水市条例第１９４号） 

(12) 出水市スポーツ推進審議会条例（平成１８年出水市条例第１９５号） 

(13) 出水市文化会館等運営審議会条例（平成１８年出水市条例第２０６号） 

(14) 出水市歴史民俗資料館等運営審議会条例（平成２９年出水市条例第９号） 

(15) 出水市文化財保護審議会条例（平成１８年出水市条例第２１０号） 

(16) 出水市病院事業運営委員会条例（平成１８年出水市条例第２１８号） 

(17) 出水市病院事業経営諮問会議条例（平成２９年出水市条例第３３号） 



（教育長の任期中における経過措置） 

第３条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成

２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により、改正前の地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１６条第１項の

教育委員会の教育長が従前の例により在職する場合にあっては、別表１ 市長

の附属機関の表出水市特別職報酬等審議会の項中「、副市長及び教育長」とあ

るのは「及び副市長」とする。 

（附属機関等が行った手続に係る経過措置） 

第４条 この条例の施行の際現に別に定めるところにより設置された附属機関等

が行った審査、審議、調査その他の手続は、この条例の施行の日（次条及び附

則第６条において「施行日」という。）においてこの条例の規定による附属機

関（次条において「新附属機関」という。）が行ったものとみなす。 

（旧附属機関の廃止に伴う経過措置） 

第５条 この条例の施行の際現に附則第２条の規定により廃止する附属機関（以

下この条において「旧附属機関」という。）の委員である者は、施行日に新附

属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合におい

て、新附属機関の委員の任期は、施行日における旧附属機関の委員としての任

期の残任期間と同一の期間とする。 

（秘密を守る義務に係る経過措置） 

第６条 この条例の施行の際現に次の表の左欄に掲げる附属機関の委員である者

に係る同表の右欄に規定する秘密を守る義務の規定は、施行日後も、なおその

効力を有する。 

出水市空家等対策協議会 附則第１６条の規定による改正前の出水市空

家等対策の推進に関する条例（平成２８年出水

市条例第３２号）第１４条第３項 

出水市いじめ問題等対応対策専門

委員会 

附則第２条の規定による廃止前の出水市いじ

め問題等対応対策専門委員会条例第７条 

出水市いじめ問題調査委員会 附則第２条の規定による廃止前の出水市いじ



め問題調査委員会条例第７条 

（出水市自治基本条例の一部改正） 

第７条 出水市自治基本条例（平成２１年出水市条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市男女共同参画推進条例の一部改正） 

第８条 出水市男女共同参画推進条例（平成２９年出水市条例第４号）の一部を

次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

第９条 出水市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８年

出水市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市環境基本条例の一部改正） 

第１０条 出水市環境基本条例（平成１８年出水市条例第１０５号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市介護保険条例の一部改正） 

第１１条 出水市介護保険条例（平成１８年出水市条例第１０９号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市交通災害共済条例の一部改正） 

第１２条 出水市交通災害共済条例（平成１８年出水市条例第１１２号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市産業開発促進条例の一部改正） 

第１３条 出水市産業開発促進条例（平成１８年出水市条例第１１６号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 



（出水市食料、農業及び農村基本条例の一部改正） 

第１４条 出水市食料、農業及び農村基本条例（平成２３年出水市条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市地方卸売市場条例の一部改正） 

第１５条 出水市地方卸売市場条例（平成１８年出水市条例第１３０号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市空家等対策の推進に関する条例の一部改正） 

第１６条 出水市空家等対策の推進に関する条例の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市景観条例の一部改正） 

第１７条 出水市景観条例（平成２２年出水市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正） 

第１８条 出水市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例（平成１８年出

水市条例第１７２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市学校給食センター条例の一部改正） 

第１９条 出水市学校給食センター条例（平成１８年出水市条例第１８２号）の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市奨学条例の一部改正） 

第２０条 出水市奨学条例（平成１８年出水市条例第１８３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市ツル博物館クレインパークいずみの設置及び管理に関する条例の一部

改正） 



第２１条 出水市ツル博物館クレインパークいずみの設置及び管理に関する条例

（平成１８年出水市条例第１９２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市青年の家の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２２条 出水市青年の家の設置及び管理に関する条例（平成１８年出水市条例

第１９３号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２３条 出水市文化会館の設置及び管理に関する条例（平成１８年出水市条例

第２０５号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市音楽ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２４条 出水市音楽ホールの設置及び管理に関する条例（平成１８年出水市条

例第２０７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２５条 出水市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例（平成１８年出水

市条例第２０８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市出水麓歴史館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２６条 出水市出水麓歴史館の設置及び管理に関する条例（平成２９年出水市

条例第８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部改正） 

第２７条 出水市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成１８年出水市条例第２

１１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（出水市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第２８条 出水市報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年出水市条例第３



７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

別表（第２条関係） 

１ 市長の附属機関 

名称 所掌事務 

出水市自治基本

条例推進会議 

出水市自治基本条例の規定に基づく諸制度の運用状況等の調

査を行い、その結果に基づき市長に意見を述べること。 

出水市まち・ひ

と・しごと創生

推進会議 

（１） まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）

第１０条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（こ

の項において「総合戦略」という。）について、調査及び審議

をすること。 

（２） 総合戦略に基づく施策及び事務事業の評価を行うこと。

出水市行政改革

推進委員会 

本市が行う行政改革を推進し、並びにこれに関連する事項につ

いて、調整し、及び審議すること。 

出水市総合計画

審議会 

出水市総合計画について、調査し、及び審議すること。 

出水市男女共同

参画審議会 

（１） 出水市男女共同参画推進条例第１０条第２項（同条第３

項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

に関し、意見を述べること。 

（２） 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合

的な施策又は重要事項を調査審議すること。 

（３） その他市長が必要と認める事項について、調査審議する

こと。 

出水市地域公共

交通会議 

（１） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運

賃・料金等に関する事項について、協議すること。 

（２） 本市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する

対価に関する事項について、協議すること。 



（３） その他出水市地域公共交通会議が必要と認める事項につ

いて、協議すること。 

出水市特別職報

酬等審議会 

（１） 市議会議員の議員報酬及び政務活動費交付金の額並びに

市長、副市長及び教育長の給料の額を改めようとする際に意見

を述べること。 

（２） その他特別職の報酬で市長が必要と認めるものについ

て、意見を述べること。 

出水市公の施設

指定管理者選定

審議会 

公の施設の指定管理者の選定等について、審議すること。 

出水市公の施設

民間移譲先選定

委員会 

公の施設を民間に移譲するに当たり、募集要項及び選定基準を

策定した上で、移譲先の選定を行うこと。 

出水市子ども・

子育て会議 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第

１項各号に掲げる事務その他市長が必要と認める事務を処理す

ること。 

出水市要保護児

童対策地域協議

会 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２５条の２第２項

に規定する情報交換及び協議を行うこと。 

出水市老人ホー

ム入所判定委員

会 

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１１条第１項第１

号又は第２号の規定に基づき本市が実施する養護老人ホーム又

は特別養護老人ホームへの入所措置等について、審議すること。

出水市地域包括

支援センター運

営協議会 

（１） 出水市地域包括支援センターの設置等並びに運営及び評

価について、協議すること。 

（２） 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に

ついて、協議すること。 

出水市高齢者虐

待防止ネットワ

（１） 高齢者虐待の早期発見及び対応策について、協議するこ

と。 



ーク推進協議会 （２） 高齢者虐待に関する防止策及び普及啓発活動について、

協議すること。 

（３） 関係機関の連携の強化及び高齢者の権利利益の擁護につ

いて、協議すること。 

（４） その他養護者による高齢者虐待の防止等について、協議

すること。 

出水市高齢者生

活支援推進協議

会 

（１） 生活支援コーディネーター（高齢者の生活支援・介護予

防サービスの基盤整備を推進していくことを目的とし、地域に

おいて生活支援等サービスの提供体制への構築に向けたコー

ディネート機能を果たす者をいう。）の組織的な補完について、

協議すること。 

（２） 地域ニーズ及び地域資源（高齢者の生活支援・介護予防

サービス等に活用することができる人材、組織及び団体等をい

う。）の把握等について、協議すること。 

（３） 事業（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５

条の４５第２項第５号に規定する事業をいう。この項において

同じ。）の企画、立案及び方針について、協議すること。 

（４） 目指す地域の姿に対する意識の共有について、協議する

こと。 

（５） 多様な主体間の情報交換等について、協議すること。 

（６） その他事業の推進に必要な事項について、協議すること。

出水市障害者計

画等検討委員会 

障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項に規

定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第８８条

第１項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法第３３条

の２０第１項に規定する市町村障害児福祉計画の策定及び変更

について、調査及び審議をすること。 

出水市健康増進 （１） 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項



計画「健康いず

み２１」検討委

員会 

に規定する市町村健康増進計画として策定する出水市健康増

進計画「健康いずみ２１」（以下この項において「計画」とい

う。）の策定及び変更について、調査及び検討をすること。 

（２） 計画の進行管理及び評価について、検討すること。 

出水市予防接種

健康被害調査委

員会 

予防接種健康被害の発生に際し、当該事例について医学的見地

から調査及び助言を行うこと。 

出水市環境審議

会 

出水市環境基本条例（平成１８年出水市条例第１０５号）第８

条に規定する環境基本計画の策定その他環境の保全に関する基

本的事項について、調査審議等をすること。 

出水市環境にや

さしいまちづく

り推進協議会 

ごみの減量化及び再資源化その他市長が必要と認める事項に

ついて協議すること。 

出水市介護保険

運営協議会 

（１） 介護保険事業計画の検証、評価及び変更について、協議

すること。 

（２） 介護保険の運営に関する重要事項及び介護保険事業に関

連する高齢者保健福祉事業について、協議すること。 

（３） 地域密着型サービスについて、協議すること。 

出水市地域福祉

計画策定委員会 

社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条第１項に規

定する市町村地域福祉計画の策定及び変更について、調査及び審

議をすること。 

出水市交通災害

共済審査会 

出水市交通災害共済条例（平成１８年出水市条例第１１２号）

第８条に規定する共済見舞金の支給に関する重要事項について、

審査すること。 

出水市産業開発

促進審議会 

（１） 出水市産業開発促進条例（平成１８年出水市条例第１１

６号）第４条第１項に規定する特別措置を適用する工場等の指

定について、審議すること。 

（２） 固定資産税の課税免除について、審議すること。 



（３） その他産業開発の促進に係る事項について、審議するこ

と。 

出水市農林業振

興対策会議 

（１） 出水市食料、農業及び農村基本条例（平成２３年出水市

条例第９号）第８条第１項に規定する食料、農業及び農村基本

計画について、調査及び審議をすること。 

（２） 農林行政の基本的な方策及び農林業関係事業計画につい

て、調査及び審議をすること。 

（３） その他農林業の振興の対策について、調査及び審議をす

ること。 

出水市農業振興

地域整備促進協

議会 

（１） 農業振興地域整備計画の策定に必要な基礎調査及び資料

の収集を行うこと。 

（２） 農業振興地域整備計画の策定及び変更について、協議す

ること。 

（３） その他農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関す

る重要事項について、協議すること。 

出水市農業農村

整備事業環境情

報協議会 

農業農村整備事業の実施に当たっての環境調査の方法や配慮

対策の基本的な内容等について、関係地区の調査及び検討並びに

田園環境マスタープランとの整合性の検討を行い、客観的な立場

から指導及び助言を行うこと。 

出水市公設地方

卸売市場運営協

議会 

（１） 出水市公設地方卸売市場（以下この項において「市場」

という。）の運営について、協議すること。 

（２） 市場における取引の合理化及び流通の円滑化並びに売買

取引について、協議すること。 

出水市高川ダム

小水力発電設備

建設推進委員会 

高川ダム小水力発電設備の建設について、関係機関等との協議

その他市長が必要と認めることについて、審議をすること。 

出水市国営施設

応急対策事業促

国営施設応急対策事業の実施について、関係機関等との協議そ

の他市長が必要と認めることについて、審議をすること。 



進協議会 

出水市空家等対

策協議会 

（１） 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律

第１２７号。以下この項において「法」という。）第６条第１

項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施につ

いて、協議を行うこと。 

（２） 法第１４条に規定する特定空家等に対する措置その他市

長が必要と認めることについて、協議すること。 

出水市景観審議

会 

良好な景観の形成に関する事項について、調査審議すること。

出水市消防賞じ

ゅつ金等審査委

員会 

市に勤務する消防職員及び消防団員への賞じゅつ金又は殉職

者特別賞じゅつ金の授与について、審査すること。 

出水市いじめ問

題調査委員会 

いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第２８条第

１項の規定による調査の結果について、調査を行うこと。 

出水市病院事業

運営委員会 

病院事業の運営に関する重要事項について、審議すること。 

出水市病院事業

経営諮問会議 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１６条による

業務の執行に必要な指示に関する事項について、審議をするこ

と。 

２ 出水市教育委員会の附属機関 

名称 所掌事務 

出水市教育事務

点検評価会議 

（１） 出水市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が行

う事務事業の点検及び評価について、意見を述べ、及び助言を

行うこと。 

（２） その他点検及び評価の在り方に関し必要な事項につい

て、意見を述べること。 

出水市いじめ問

題等対応対策専

（１） いじめの防止等のための調査、研究及び有効な対策につ

いて、検討し、及び審議すること。 



門委員会 （２） 重大事態（いじめ防止対策推進法第２８条第１項の重大

事態をいう。）が発生した場合において、当該重大事態に対処

し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するた

め、事実関係を明確にするための調査を行うこと。 

（３） 児童等の自殺があった場合で詳細な調査が必要と認めら

れるときに、学校が実施した基本調査等を基に詳細な調査を行

うこと。 

出水市教育支援

委員会 

（１） 特別支援教育諸学校への入学又は特別支援学級への入級

若しくは通級による指導をする必要があると認められる幼児

及び児童生徒の教育支援について、協議すること。 

（２） 就学の猶予及び免除の適否について、協議すること。 

（３） 小学校、中学校及び義務教育学校に在学中の継続した支

援について、協議すること。 

（４） 特別支援教育の啓発について、協議すること。 

（５） その他就学相談及び教育支援について、協議すること。

出水市学校給食

センター運営審

議会 

出水市学校給食センターの運営に関する重要事項について、審

議すること。 

出水市東出水給

食ブロック調理

場運営委員会 

出水市米ノ津東

給食ブロック調

理場運営委員会 

出水市学校給食ブロック調理場の運営に関する重要事項につ

いて、審議すること。 

出水市奨学生選

考委員会 

（１） 奨学生となる者の候補者の選考をすること。 

（２） 奨学金の貸与申込者の人物、学業成績及び就学が困難な

状況等の評価をすること。 

（３） その他教育委員会が必要と認める事項について、審議す



ること。 

出水市ツル博物

館クレインパー

クいずみ運営協

議会 

出水市ツル博物館クレインパークいずみの効率的な運営につ

いて、協議すること。 

出水市青年の家

運営委員会 

出水市青年の家の運営の円滑化について、審議すること。 

出水市青少年問

題協議会 

地方青少年問題協議会法（昭和２８年法律第８３号）第２条第

１項各号に掲げる事務をし、並びに同条第２項の規定により市長

及び関係行政機関に対し意見を述べること。 

出水市スポーツ

推進審議会 

（１） スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号。この項にお

いて「法」という。）第１０条第１項に規定する地方スポーツ

推進計画について、調査審議すること。 

（２） 法第３５条に規定する補助金の交付について、意見を述

べること。 

（３） スポーツ施設（設備を含む。）の運営及び整備について、

調査審議すること。 

（４） スポーツ指導者の育成について、調査審議すること。 

（５） スポーツ行事の実施及び奨励について、調査審議するこ

と。 

（６） スポーツ団体の育成について、調査審議すること。 

（７） スポーツ事故の防止について、調査審議すること。 

（８） スポーツ水準の向上について、調査審議すること。 

（９） その他スポーツの推進について、調査審議すること。 

出水市文化会館

等運営審議会 

出水市文化会館及び出水市音楽ホールの運営について、審議す

ること。 

出水市歴史民俗

資料館等運営審

出水市歴史民俗資料館及び出水市出水麓歴史館の運営につい

て、審議すること。 



議会 

出水市文化財保

護審議会 

文化財の保存及び活用に関する重要事項について、調査審議

し、及びこれらの事項について教育委員会に建議すること。 

出水市伝統的建

物群保存地区保

存審議会 

出水市伝統的建造物群保存地区保存条例第２条第２号に規定

する保存地区の保存等に関する重要事項について調査審議し、及

びこれらの事項について市長及び教育委員会に建議すること。 

 


